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１．業務概要 

輸出入申告の事項登録情報と外為法関連の電子ライセンス情報およびその裏書情報との突合結果を登録

する業務である。突合内容の詳細は別紙を参照。 

なお、本業務は直接起動することができるが、通常は、以下に示すとおり、申告情報または裏書情報を

登録・変更する際に自動起動される。 

（１）事項登録時に入力された電子ライセンス番号が、裏書が必要な種類ではない場合で、以下の申告

事項登録業務が実施された場合、または、申告等事項訂正の場合で、突合情報ＤＢが登録されて

いる場合 

① 「輸出申告事項登録（ＥＤＡ）」業務 

② 「輸入申告事項登録（ＩＤＡ）」業務 

③ 「シングルウィンドウ輸入申告事項登録（ＳＷＡ）」業務 

（２）以下の裏書業務において、突合処理の起動の旨が入力された場合（ただし、裏書の事後訂正中の

場合を除く） 

① 「外為法 裏書情報登録（輸出）（ＪＴＡ０１）」業務 

② 「外為法 裏書情報登録（輸入）（ＪＴＡ０２）」業務 

③ 「外為法 裏書情報登録（事前確認（原産地別裏書））（ＪＴＡ０３）」業務 

④ 「外為法 裏書情報登録（事前確認（取引明細別裏書）（ＪＴＡ０４）」業務 

（３）事項変更時に、電子ライセンス番号が入力されている場合で、以下の申告事項変更業務が実施さ

れた場合 

① 「輸出申告変更事項登録（ＥＤＡ０１）」業務 

② 「輸出許可内容変更申請事項登録（ＥＡＡ）」業務 

③ 「輸入申告変更事項登録（ＩＤＡ０１）」業務 

    ※電子ライセンス番号とは、輸出承認証等識別にＦＥＮＪ、ＥＬＮＪ、輸入承認証等識別にＩＬＮＪ、

ＪＫＡＪが入力される承認証等番号のことを示す。 

 

２．入力者 

通関業、航空貨物代理店 

 

３．制限事項 

なし 

 

４．入力条件 

（１）入力者チェック 

（Ａ）システムに登録されている利用者であること。 

（Ｂ）本業務が直接起動された場合は、申告事項登録者（先頭５桁）または申告予定者（先頭５桁）である

こと。または、輸出許可内容変更申請の事項登録者（先頭５桁）または輸入特例申告の事項登録者（先

頭５桁）であること。 

（２）入力項目チェック 

（Ａ）単項目チェック 

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」を参照。 

（Ｂ）項目間関連チェック 

「入力項目表」及び「オンライン業務共通設計書」を参照。 

（３）ＤＢ関連チェック 

  本業務が直接起動された場合は以下であること。 

（Ａ）輸出入申告ＤＢチェック 
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①入力された申告番号が輸出入申告ＤＢに存在すること。 

②最新の枝番であること。 

③有効な申告データであること。（輸出入申告事項登録が完了していること、「申告等手作業移行」や

「申告等撤回」がされていないこと） 

④申告中や許可済（確定済）の申告情報でないこと。（申告事項登録中、申告事項変更中（予備申告、

本申告後、許可後の変更を含む）の申告情報に対してのみ実施可能） 

⑤電子ライセンス番号が登録されていること。 

（Ｂ）許可承認証等ＤＢチェック 

①裏書の事後訂正でないこと。 

 

５．処理内容 

（１）入力チェック処理 

前述の入力条件に合致するかチェックし、合致した場合は正常終了とし、処理結果コードに「０００

００－００００－００００」を設定の上、以降の処理を行う。 

合致しなかった場合はエラーとし、処理結果コードに「０００００－００００－００００」以外のコ

ードを設定の上、処理結果通知の出力を行う｡（エラー内容については「処理結果コード一覧」を参照。） 

（２）突合処理 

入力された申告番号と輸出入申告情報に登録されている電子ライセンス番号をキーに、輸出入申告情

報、ライセンス情報、裏書情報の突合を行い、突合情報ＤＢに登録（または更新）する。（突合の内容

は別紙参照） 

突合総合結果が合格（ＯＫ）または合格（手作業確認あり）（ＭＮ）になった場合は、記録済みの不

突合理由を削除する。 

（３）出力情報出力処理 

後述の出力情報の出力を行う。出力項目については「出力項目表」を参照。 

 

６．出力情報 

情報名 出力条件 出力先 

処理結果通知 なし 入力者 

外為法 突合結果情報

（輸出） 

申告情報が輸出の場合 入力者 

外為法 突合結果情報

（輸入） 

申告情報が輸入の場合 入力者 

 


